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　平成１９年４月使用分から下水道使用料と農業集落排水施設使用料を、中野地域と豊田地域の使用料
を統一した使用料とさせていただきます。合併後も異なっていた中野地域と豊田地域の使用料の統一
と地下水など他水源の使用の場合などの計量装置（副メーター）使用料を全市域で適用するものです。
　市では、今後一層の水洗化促進や経費の節減などにより、下水道事業の計画的な推進と経営の健全
化を図るとともに、可能な限り市民の皆さんの負担が多くならないよう努めて参りますので、ご理解
とご協力をお願いします。
　なお、下水道（公共・農業集落排水）使用料の算定にあたっては、基本的には水道メーターの検針
による使用水量を用います。

����

　平成１９年４月使用分から、現在は料金をいただいている水道の使用中止状態にある給水栓（閉栓時
＝使用中止届が提出されているもの）の料金をいただかないこととなります。
　なお、現在、水道料金については中野地域と豊田地域で料金体系が異なっていますが、水道料金の
ほか水道の管理区分など他にも整理すべき課題が多いため、平成２０年度までに料金統一が図れるよう
検討を進めています。
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�������� 平成１９年４月１日以降に使用した水量分から適用となります。
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説　　　　　　　　　　明検針月地区

偶数月
Ａ
地
区

奇数月
Ｂ
地
区

〔中野地域〕
日野（更科を除く）、
延徳、高丘、長丘、
平岡、科野、倭、
中野（栗和田のみ）
平野（片塩、西江部のみ）
〔豊田地域〕全地区

〔中野地域〕
中野（栗和田を除く）、
日野（更科のみ）、
平野（片塩、西江部を除く）
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（２・３月使用分）

（１～８日）
２月検針

（１～８日）
４月検針

（１～８日）
６月検針

（４・５月使用分）

���旧料金
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（３月使用分）

（１～８日）
３月検針

４月 （１～８日）
７月検針

（２か月検針）

（５・６月使用分）
���旧料金

（２か月検針）

（４月使用分）
���

（１～８日）
５月検針

　中野市では、市内を２地区に分けて検針を行っています。
　使用料統一に伴う使用料の計算は、Ａ地区の４月検針分(使用期間は２月～３月分)は旧使用料で計
算され、Ｂ地区の５月検針分(使用期間は３月～４月)は、２か月の使用料のうち３月分は旧使用料、４
月分は新使用料で４ページのとおり計算されます。また、６月検針分からはすべて新使用料になりま
す。
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≪お問い合わせ先≫　中野市建設水道部上下水道課　監理係・営業係　電話22-2111　有線20573
              　　　　　　　　　　　〔豊田支所〕　上下水道係　　　電話38-3111

（２か月検針） （２か月検針）
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※水道料金及び下水道使用料には、消費税及び地方消費税合わせて５％が含まれています。

下水道使用料（円）上水道料金（円）水量（�）下水道使用料（円）上水道料金（円）水量（�）
10,60512,022583,0453,0450
10,81512,248593,0453,0451
11,02512,474603,0453,0452
11,26212,699613,0453,0453
11,49912,925623,0453,0454
11,73613,151633,0453,0455
11,97413,377643,0453,0456
12,21113,602653,0453,0457
12,44813,828663,0453,0458
12,68614,054673,0453,0459
12,92314,280683,0453,04510
13,16014,505693,0453,04511
13,39814,731703,0453,04512
13,63514,957713,0453,04513
13,87215,183723,0453,04514
14,10915,408733,0453,04515
14,34715,634743,0453,04516
14,58415,860753,0453,24917
14,82116,086763,0453,45418
15,05916,311773,0453,65919
15,29616,537783,0453,86420
15,53316,763793,2344,06821
15,77116,989803,4234,27322
16,00817,214813,6124,47823
16,24517,440823,8014,68324
16,48217,666833,9904,88725
16,72017,892844,1795,09226
16,95718,177854,3685,29727
17,19418,343864,5575,50228
17,43218,569874,7465,70629
17,66918,795884,9355,91130
17,90619,020895,1246,11631
18,14419,246905,3136,32132
18,38119,472915,5026,52533
18,61819,698925,6916,73034
18,85519,923935,8806,93535
19,09320,149946,0697,14036
19,33020,375956,2587,34437
19,56720,601966,4477,54938
19,80520,826976,6367,75439
20,04221,052986,8257,95940
20,27921,278997,0358,18441
20,51721,5041007,2458,41042
46,55744,0792007,4558,63643
73,22766,6543007,6658,86244
99,89789,2294007,8759,08745
126,567111,8045008,0859,31346
153,237134,3796008,2959,53947
180,747156,9547008,5059,76548
208,257179,5298008,7159,99049
235,767202,1049008,92510,21650
263,277224,6791,0009,13510,44251
553,077450,4292,0009,34510,66852
842,877676,1793,0009,55510,89353
1,132,677901,9294,0009,76511,11954
1,422,4771,127,6795,0009,97511,34555
2,002,0771,579,1797,00010,18511,57156
2,871,4772,256,42910,00010,39511,79657
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新使用料（２か月分・消費税含）

超過料金（１�につき）基本料金区分 金額（円）汚水量金額（円）汚水量
189.020�を超え 40�まで

3,045.020�まで一般汚水

210.040�を超え 60�まで
237.360�を超え 100�まで
260.4100�を超え 200�まで
266.7200�を超え 600�まで
275.1600�を超え 1,000�まで
289.81,000�を超えるもの

   58.8１�につき公衆浴場汚水

使用料（円）計量装置の口径(mm)

29413
35720
39925
63030
94540
3,42350
3,78065
4,13775
5,166100

計量装置 （副メーター） 使用料
（２か月分・消費税含）
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使用水量料金（１�につき）基本料金(円)口径
 66.15
176.40
203.70

～16�まで
16�を超え 100�まで
100�を超えるもの

1,00813mm

2,16320mm
 90.30
181.65
207.90
210.00

～20�まで
20�を超え 100�まで
100�を超え 200�まで
200�を超えるもの

4,30525mm

9,45040mm

●中野地域

円 円

●豊田地域

使用水量料金（１�につき）基本料金
金額（円）

204.7516�超え 40�まで
3,045.0使用水量

16�まで 225.7540�を超えるもの
円

《備考》（中野地域・豊田地域共通）―現に中止状態にある給水栓についての料金は、徴収しない。
　　　　※「中止状態にある」とは、上下水道課に水道使用中止届を提出し閉栓したもの。

《Ｂ地区・５月検針分の計算例》３月～４月（５月検針日までの分含む）の２か月で51�使用した場合の下水道使用料
●51�を２分の１します。��������を旧料金で計算し、��������を新料金で計算します。

新料金（４月分）　　　　25�旧料金（３月分）　　　　26�

料金水量単価(１�につき)
汚水量

料金水量単価(１�につき)
汚水量

④×⑤＝⑥⑤④①×②＝③②①

1,522.5 円10 �1522.5 円基本料金（～10�まで）567.0 円567.00 円基本料金（０�）

1,890.0 円10 �189.0 円10�を超え20�まで924.0 円10 �92.40 円～10�まで

1,050.0 円5 �　210.0 円20�を超え30�まで1,669.5 円10 �　166.95 円10�を超え20�まで

　 円 �　237.3 円30�を超え50�まで1,171.8 円6 �　195.30 円20�を超え30�まで

4,462.5 円25 �計4,332.3 円26 �計

５月検針地区の請求額は、　　（旧料金）　　　4,332.3 円　　　　＋　　　（新料金）　　　4,462.5 円　　＝　 　8,794 円
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上水道のメーター (50�)＋地下水（20�）＝計（70�）の使用料は13,692円になります

≪計算式≫

合計
計量装置（副メーター）

使用料(13mm)

料金水量単価 （1�につき）
汚水量

①×②＝③②①

294.0 円

3,045 円20 �3,045.0 円基本料金（～20�）まで

3,780 円20 �189.00 円20�を超え40�まで

4,200 円20 �210.00 円40�を超え60�まで

2,373 円10 �237.30 円60�を超え100�まで

13,692 円294.0 円13,398 円70 �計

この計算式は、下水道使用料のみの計算式
を表示しています。（水道料金は別に計算
します。）

使用水量料金（１�につき）基本料金(円)口径

118.65
200.55
219.45
238.35

～20�まで
20�を超え 100�まで
100�を超え 200�まで
200�を超えるもの

19,11050mm

45,04575mm

65,079100mm


